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・「働き方改革」の趣旨、「事業法改正」の背景を理解し、法改正の対応を「やらされる」ではなく、
事業者が「積極的に取り組む」ことが求められている。

・事業者が荷主に対して荷待ち時間の削減等、労働環境の改善を申し入れるとともに、標準的な運
賃への理解を求める行動ができるよう取り組んでいく。

・荷主と連携したトラック予約システムの活用

・パレット等、輸送用機器の導入

・十分なリードタイムの確保

(定時出荷による荷待ちの削減、満載となるよう

積荷の集約)

・昌動環境の豊

荷待ち時間の解消

手荷役の解消(パレット化)など

ドライバーの働き方改革

i荷主の理解を求めるi

・黒的な運任の必性

ドライバーの待遇改善

安全対策、法令遵守など

…腱灘鍮徹底…旦
全てはドライバー不足解消

業界の健全な存続のため
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(要請の内容)長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること。

運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。

・対象企業選定にあたり、蒙)壷ジ蓬2:江壽封琶i題こ或餐慧;ζlli妻1量を活用⇒一重≧蟄並謹⊆謹豊悪叢

立入調査時に情報収集
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厚生労働省

i擁三への妻藷
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省内HPにおいて情報収集

lrlr 法に基づく「働きかけ」等

…溢鑑雛謀鷹饗議雲渉誇灘灘1共磁努罐ll鍵
施機関が行う巡回指導時の情報収集を周知徹底(本年4月措置済)
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